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市が主催するイベント・会議等に関する実施方針（令和４年８月２９日以降） 

 

令和４年８月２９日改訂 

富谷市新型コロナウイルス感染症対策本部 

１ 趣旨 

 この実施方針は、国の基本的対処方針や新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の提言及び新型コロナ

ウイルス感染症分科会の方針等を踏まえ、市民等の生命と安全を確保するため、市が主催するイベントや会

議等を実施する場合の基本的な考え方を示すもの。 

なお、この実施方針の内容については国の基本的対処方針や県主催イベント・会議等の考え方等の見直し

内容を踏まえ、適宜見直しを図るもの。 

 

２ 市主催のイベントについて 

（１）基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜イベント開催制限等について＞ 

 感染防止安全計画（注１）策定 
その他 

（感染防止安全計画を策定しないイベント） 

人数上限（注３） 収容定員まで 
５，０００人又は収容定員５０％の 

いずれか大きい方 

収容率（注３） １００％（注２） 
大声なし：１００％ 

大声あり：５０％ 

（注１）参加人数が５，０００人超かつ収容率５０％超のイベントを対象に、イベント開催時に必要な感染防止策

を着実に実施するため、イベントごとにイベント主催者等が具体的な感染防止策を検討・記載し、各都道

府県がその内容の確認及び必要な助言等を行うことにより、感染防止策の実効性を担保するもの 

（注２）感染防止安全計画策定イベントは、「大声なし」の担保が前提 

（注３）収容人数と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件を満たす必要） 

 

 

 

〇イベントの開催は、「新しい生活様式の定着」を前提とする。 

〇感染防止対策と経済社会活動の両立のため、新たな日常の構築を図る。徹底した感染防止対策の下

での安全なイベント開催を日常化していく。 

〇１，０００人を超えるイベントの主催時には都道府県に事前相談する。 

〇入退場や共用部、公共交通機関の三密回避が難しい場合、回避可能な人数に制限する。 

〇マスク常時着用、大声禁止等の担保条件が満たされていない催物は、引き続き５０％以内とする。 

〇すべてのイベントについて、適切な感染防止策が整わない場合は、原則中止または延期を含め慎重

な対応をする。 
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（２）イベント開催等における必要な感染防止策 

項目 基本的な感染対策 

①飛沫の抑制（マスク着用や 

大声を出さないこと）の徹底 

□飛沫が発生するおそれのある行為を抑制するため、適切なマスク（不

織布マスクを推奨。以下同じ。）の正しい着用や大声を出さないこと

を周知・徹底し、そうした行為をする者がいた場合には、個別に注意、

退場処分等の措置を講じる。 

※大声を「観客等が、㋐通常よりも大きな声量で、㋑反復・継続的に

声を発すること」との定義し、これを積極的に推奨する又は必要な

対策を施さないイベントは「大声あり」に該当することとする。 

※大声を伴う可能性のあるため収容率を50％とする場合でも、常に大

声を出すことは飛沫防止の観点から望ましいものではないため、対

策を徹底すること。 

※飛沫が発生するおそれのある行為には、大声での会話を誘発するよ

うな、大音量のＢＧＭや応援なども含む。 

※適切なマスクの正しい着用については、厚生労働省ＨＰ「国民の皆

さまへ（新型コロナウイルス感染症）」参照。 

②手洗、手指・施設消毒の徹底 

□こまめな手洗や手指消毒の徹底を促す（会場出入口等へのアルコール

等の手指消毒液の設置や場内アナウンス等の実施） 

□主催者側による施設内（出入口、トイレ、共用部等）の定期的かつこ

まめな消毒の実施 

③換気の徹底 

□機械換気による常時換気又は窓開け換気 

※必要な換気量（一人当たり換気量30m3/時を目安）を確保するため、

二酸化炭素濃度を概ね1,000ppm 以下を目安（二酸化炭素濃度測定

器の活用が効果的）  

※機械換気が設置されていない場合の窓開け換気は、可能な範囲で２

方向の窓開け  

※機械換気、窓開け換気ともに相対湿度の目安は40-70%  

※屋外開催は除く 

④来場者間の密集回避 

 

□入退場時の密集を回避するための措置（入場ゲートの増設や時間差入

退場等）の実施 

□休憩時間や待合場所での密集を回避するための人員配置や導線確保

等の体制構築 

※入場口・トイレ・売店等の密集が回避できない場合はキャパシティ

に応じて収容人数を制限する等、最低限人と人とが触れ合わない程

度の間隔を確保する。 

□大声を伴わない場合には、人と人とが触れ合わない間隔、大声を伴う

可能性のあるイベントは、前後左右の座席との身体的距離の確保 

※「大声あり」の場合、座席間は１席（立席の場合できるだけ２ｍ、

最低１ｍ）空けること。 



3 
 

⑤飲食の制限 

□飲食時における感染防止策（飲食店に求められる感染防止策等を踏ま

えた十分な対策）の徹底 

□食事中以外のマスク着用の推奨 

□長時間マスクを外す飲食は、隣席への飛沫感染のリスクを高めるた

め、可能な限り、飲食専用エリア以外（例：観客席等）は自粛 

※発声がないことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保や、マスク

を外す時間を短くするため食事時間を短縮する等の対策ができる

環境においてはこの限りではない。 

□自治体等の要請を踏まえた飲食・酒類提供の可否判断（提供する場合

には飲酒に伴う大声等を防ぐ対策を検討） 

⑥出演者等の感染対策 

□有症状者（発熱又は風邪等の症状を呈する者）は出演・練習を控える

など日常からの出演者（演者・選手等）の健康管理を徹底する 

※体調が悪いときは医療機関等に適切に相談。 

□練習時等、イベント開催前も含め、声を発出する演者間での感染リス

クに対処する。 

※練習時等であっても、適切なマスクの正しい着用、演者間の適切な

距離確保、換気、必要に応じた検査等の対策が必要。 

□出演者やスタッフ等と観客がイベント前後・休憩時間等に接触しない

よう確実な措置を講じる（誘導スタッフ等必要な場合を除く） 

⑦参加者の把握等 

□チケット購入時又は入場時の連絡先確認やアプリ等を活用した参加

者の把握 

※接触確認アプリ（COCOA）や各地域の通知サービス（BluetoothやQR

コードを用いたもの等）を活用。 

※原則、参加者全員に対してアプリダウンロードまたは、氏名・連絡

先等の把握を徹底。 

□入場時の検温、有症状（発熱又は風邪等の症状）等を理由に入場でき

なかった際の払戻し措置等により、有症状者の入場を確実に防止 

※チケット販売時に、有症状の場合は早めに連絡・キャンセルするこ

とを周知すること。 

□時差入退場の実施や直行・直帰の呼びかけ等イベント前後の感染防止

の注意喚起 

 

（３）各場面における新型コロナ感染防止等のポイント 

 ①基本的な感染防止対策の実施 

 〇マスクを着用（ウイルスを移さない） 

 〇人と人の距離を確保（１ｍを目安に） 

 〇感染リスクが高まる「５つの場面」「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」（第１２回新型コロナ 

  ウイルス感染症対策分科会）を参考に 

〇３密を避ける、大声を出さない 

    

感染リスクが高まる「５つの場面」 

場面１：飲酒を伴う懇親会等  場面２：大人数や長時間に及ぶ飲食 場面３：マスク無しでの会話 

場面４：狭い空間での共同生活 場面５：居場所の切り替わり 
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②効果的な換気のポイント（必要な換気量の確保と空気の流れの配慮） 

１．必要な換気量の確保は感染対策の基本（必要な換気量の確保）  

〇機械換気による常時換気を。定期的な機械換気装置の確認やフィルタ清掃等も重要。 

機械換気は強制的に換気を行うもので、2003年 7月以降は住宅にも設置。通常のエアコンには換気

機能がないことに留意。  

〇機械換気が設置されていない場合、窓開け換気を行う。 

２方向を窓開けると換気効果が大きい。外気条件を考慮し室内環境に配慮して換気方法を選択。室

内環境の目安は、温 度18℃～28℃、相対湿度 40％～70％が望ましい。 

〇必要な換気量（一人当たり換気量 30m3/時を目安）を確保するため、二酸化炭素濃度を概ね

1,000ppm以下に維持（※１）。必要換気量を満たしているかを確認する方法として、二酸化炭素濃

度測定器（CO2センサー）の活用が効果的。 

（※１）二酸化炭素濃度 1,000ppm以下については目安であり、適切な換気や気流となっているこ

とが重要。  

〇必要な換気量を確保できない場合、換気扇、扇風機、サーキュレータのほか、HEPAフィルタ付きの

空気清浄機（※２）の使用も考えられる。 

（※２）高性能微粒子（HEPA）フィルタ付空気清浄機：空気中に浮遊する 0.3㎛の微粒子の

99.97％以上を除去することが 可能。空気清浄機は二酸化炭素濃度を下げることはできないことに

留意。  

２．感染を防ぐための空気の流れの作り方（空気の流れの配慮）  

〇十分な外気の取り入れ・排気とあわせ、空気の流れにより局所的に生じる空気のよどみを解消。 エ

アロゾルの発生が多いエリアから排気して、反対側から外気を取り入れると、浮遊するエアロゾル

を効果的に削減することが出来る。  

〇空気の流れを阻害しないパーティションの設置 空気の流れを阻害する高いパーティションや天井か

らのカーテンなどは空気の流れに対して平行に配置し、空気の通り道を設ける。  

目を覆う程度の高さのパーティションは、横の人との距離を１m程度以上確保できる場合は、3方

向を塞がないようにする。  

 

③感染症対策と熱中症予防について（夏期で気温・湿度が高い場合） 

 〇屋外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が確保できる場合には、熱中症のリスクを考慮し、 

マスクを外しても構わない 

 〇マスク着用の場合は、強い負荷の作業や運動は避け、こまめに水分補給を実施すること 

 〇人との距離を十分に確保し、適宜マスクを外して休憩を取ること 

 〇冷房時でも適宜換気を行い、室内温度が高くならないように、エアコンの設定温度を下げるなどの 

調整を行うこと 

 〇３つの密（密集、密接、密閉）を避け、熱中症になりやすい高齢者、子ども、障がい者への目配り・ 

声がけを実施すること 

 

３ 市主催の会議について 

 ① 実施する場合は、規模の縮小や感染防止対策を徹底すること（２の（２）感染防止対策事項を参照） 

 ② ウェブ会議等も積極的に活用すること 
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４ 職員の出張等について 

① 業務上出張せざるを得ない場合は、最小限の人数で、混雑や「３つの密」を徹底的に回避するほか、こ

まめな手洗い、マスクの着用、身体的距離の確保等感染防止対策を徹底すること 

② 感染拡大傾向のある地域への出張等は避けること 

 

５ 参考資料 

① 新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（令和２年４月２２日）で示された 

「人との接触を８割減らす、１０のポイント」 

 ② 新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言（令和２年５月４日）で示された 

  「新しい生活様式の実践例」 

③ 感染リスクが高まる「５つの場面」（１０月２３日第１２回新型コロナウイルス感染症対策分科会資料） 

④ 基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について 

（令和４年７月１５日 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長） 


